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平成２０年度 庄原市当初予算の概要 
 

 

１ 地方財政計画        
 

 地方財政計画は、「基本方針２００６」及び「基本方針２００７」に沿って、国の歳出予算と

歩みを一つにして地方歳出の抑制に努めることとする一方、喫緊の課題である地方の再生に向け

て、安定的な財政運営に必要な地方交付税及び一般財源の総額を確保することを基本として地方

財政対策を講じることとし、地方財政計画の規模は約８３兆３，９００億円（前年度比 ２，６

００億円増、０．３％増）となっている。 

地方財政計画における一般財源総額（地方税、地方交付税、臨時財政対策債、地方譲与税、地

方特例交付金等）は、５９兆８，８５８億円（前年度比１．１％増）が確保されている。 

歳入 

１．地方税収入見込額については、税制改正後において前年度当初見込額に対し、０．２％増の

４０兆４，７０３億円（市町村税にあっては０．５％の増）が見込まれている。主要税目では、

市町村民税のうち所得割１．１％の減、法人税割１．８％の減、固定資産税２．６％の増が見

込まれている。この地方税収入見込額は地方公共団体全体の見込額であり、地域の経済の実勢

等に差異があることに留意する必要がある。 

２．地方譲与税は、前年度に比し０．９％減の７，０２７億円の見込みとなっている。 

３．地方交付税に係る国の一般会計からの繰入れは、法定率分１４兆４，６５７億円に国の一般

会計における加算額６，７４４億円を加えた１５兆１，４０１億円となっている。地方公共団

体に交付される地方交付税の総額は、これに平成１９年度に行うこととしていた交付税及び譲

与税配布金特別会計の借入金の償還を繰り延べ、償還予定額５，８６９億円を加算するなどし、

前年度比１．３％増の１５兆４，０６１億円となっている。 

基準財政需要額については、地域間の税収偏在の是正策による効果額を勘案し、地域活性化

策に必要な特別枠として「地方再生対策費４，０００億円」を創設している。また、魅力ある

地方の創出に向けた取組についての成果指標を交付税算定に反映する「頑張る地方応援プログ

ラム」を前年度と同様に算定するとともに、引き続き基準財政需要額の一部を臨時財政対策債

に振り替える措置を講じることとしている。 

一方、基準財政収入額については、税源移譲によって財政力格差が拡大しないようにしつつ、

円滑な財政運営、制度の移行を確保するため、税源移譲に伴う増収分を当面１００％算入する

こととしており、平成２０年度は、所得税から個人住民税への税源移譲相当額及び児童手当特

例交付金がその対象となるものである。また、一般的に市町村分にあっては、固定資産税の増、

地方消費税交付金の減が見込まれる。 

特別交付税の総額は、前年度に比し１．３％の増となっているが、平成１９年度において合

併関連経費について交付を受けた市町村にあっては減少について確実に見込むことが求めら

れている。 
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４．地方債計画では、地方団体が当面する諸課題に重点的･効率的に対応しうるよう、公的資金

の重点化と地方債資金の市場化を引き続き推進しつつ、所要の地方債資金の確保を図ることと

しており、総額は１２兆４，７７６億円（前年度比３３２億円、０．３％減）となっている。

このうち、普通会計分は９兆６，０５５億円で、前年度に比し０．５％の減、公営企業会計等

分は２兆８，７２１億円で、前年度に比し０．５％の増となっている。 

  地方債資金については、地方公営企業等金融機構資金を創設するとともに、公的資金の縮

減・重点化を引き続き図ることとしている。 

 

歳出 

１．一般行政経費については、経費全般について徹底した見直しを行い、重点化を図るとともに、

その節減合理化が求められている。 

一般行政経費（単独）については、既定の行政経費については自助努力による節減分を見込

みつつ極力縮減し、前年度に比し約０．８％減の１３兆８，４００億円程度計上することとし

ている。 

国民健康保険・後期高齢者医療制度関係事業費については、医療制度改革に基づき、平成２

０年４月から後期高齢者医療制度が施行されることに伴い、国民健康保険の基盤安定制度（保

険料軽減分）３,２２６億円、都道府県調整交付金４，７６２億円、国保財政安定化支援事業

１，０００億円及び後期高齢者医療制度の保険基盤安定制度（保険料軽減分）２，４０６億円

を計上することとしている。 

２．投資的経費については、国の公共事業関係費は前年度比３．１％減とされたところであるが、

地方財政計画においては、投資的経費のうち直轄事業負担金については、前年度に比し、 

約１．９％減の１兆１，２００億円程度、補助事業費については約２．５％減の５兆３，７０

０億円程度となる見込みである。 

  地方単独事業費については、前年度比３．０％減の８兆３，３００億円程度が計上されるこ

ととなっており、「地域活性化事業」等の活用を図り、基盤整備への重点化を図りつつ、生活

関連基盤の整備や地域経済の振興等に必要な事業の実施が求められている。 

３．公債費は、臨時財政対策債の元利償還分の増などにより、地方財政計画上前年度に比し１．

７％程度の増を見込むこととしている。公債費が依然として高い水準にあること等にかんがみ、

公債費に係る地方交付税措置や減債基金における既発債の償還財源の積立状況等を考慮し、実

質的な後年度負担を把握しつつ年次償還計画を策定することなどにより、中長期的観点に立っ

た適切な財政運営の確保が求められている。 

４．公営企業会計繰出金については、「地方公営企業法」等に定める一般会計との間における経

費負担区分等の経営に関する基本原則を堅持しながら、地方公営企業の経営健全化等を推進す

るなど経営基盤の強化を図ることとされている。 
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＜参考＞ 地方財政計画の伸び率推移                                    

（％） 

１３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度

0.4 ▲1.9 ▲1.5 ▲1.8 ▲1.1 ▲0.7 ▲0.0 0.3

（参考）平成20年度の伸び率は、地方再生対策費（4,000億円）を除いた場合▲0.2％となる。 

 
２ 本 市 の 財 政 環 境           
 
 平成２０年度予算編成にあたっては、歳入確保と内部事務経費の歳出削減に向けた取組を継続

することを基本としたが、平成２０年度新たに、自主的・主体的な地域活性化施策に必要な特別

枠「地方再生対策費」が創設され、地方交付税の算定を通じて、市町村、特に財政状況の厳しい

地域に重点配分されることなり、これまで課題とされていた地域間の税収偏在の是正が行われ、

地方交付税の増額が見込まれることとなった。 

また、「庄原市長期総合計画・実施計画」に基づき可能な限り事業費の確保に努めるとともに、

後年度の公債費負担に配慮し、「公債費負担適正化計画」との整合も図ったところである。 

このような中、事業の重点配分等については、少子化対策、障害者支援、保健医療施策等の社

会福祉経費の充実に努めるとともに、「１．木質バイオマス活用プロジェクト」「２．農業自立

振興プロジェクト事業」「３．観光振興・定住促進プロジェクト事業」を重点事業と位置付け、

木質バイオマスの利活用の推進による新産業創出、農家所得の向上や地域農業の振興を目指す市

独自の自立的農林業振興施策、観光振興・定住促進施策を昨年度に引き続き実施し、実りある事

業展開を目指すこととした。 

 

３ 本 市 の 予 算 規 模           
 

 一般会計の予算規模は、３１４億６，２７０万円で、平成１９年度当初予算額（２８５億 

３，０００万円）対比で、１０．３％増の積極的予算となっている。 

 特別会計においては、総額で１３９億９，７８３万円となり、前年度比で５６億５，５４７万

円（２８．８％）の減となっている。その主な要因は、後期高齢者医療制度の創設に伴い老人保

健特別会計の予算額が前年度比６１億５，１５７万円（８８．０％）の減となったためである。 

 また、水道事業会計の２０億９，８６８万円、病院事業会計の１５億３，３２７万円、比和財

産区特別会計の２１７万円を含めた全会計は、４９０億９，４６４万円となり、前年度比で２２

億９，１１４万円（４．５％）の減となっている。 

 
４ 一 般 会 計 の 概 要           
 

歳 入 
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① 市民税のうち、個人市民税は平成１９年度から本格的な税源移譲が実施されたところである

が、大きな所得増額が見込まれず０．１％の減少見込みとなっている。法人市民税についても

依然として景気回復の基調が見られず下降傾向にあり、対前年度比７．２％の減収見込みとな

っている。固定資産税については、土地分が１．９％増、家屋分が１．０％増、償却資産につ

いては総務大臣配分の増により１２．３％増を見込み、固定資産税全体としては３．３％の増

収見込みとなっている。そのほか、軽自動車税が１．２％の増、市たばこ税は販売本数の減を

見込み２．１％の減、入湯税については入湯客の減を見込み３．３％の減収となっている。市

税全体では０．９％の増収の４０億８８３万円の見込となっている。 

 

② 地方譲与税の収入見込額は５億１，３１５万円で対前年度比１．０％の増収となっている。

内訳は、自動車重量譲与税１．７％の増、地方道路譲与税０．８％の減となっており、これは

道路特定財源制度の継続を前提として見込んでいる。利子割交付金は５０．９％増の１，８８

０万円、地方消費税交付金は７．４％減の４億２５５万円、自動車取得税交付金は２．６％増

の２億８，６３５万円を見込んでいる。なお、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金を合わ

せて２，８５５万円見込んでいる。 

 

③ 地方特例交付金は、児童手当の制度拡充に伴う地方負担の増加に対応するための児童手当特

例交付金及び住宅借入金等特別控除による減収に伴う減収補てん特例交付金が措置されてい

る。なお、減税補てん特例交付金が平成１８年度をもって廃止されたことに伴う経過措置とし

て特別交付金が平成２１年度まで交付される。平成２０年度の地方特例交付金全体では２．

７％減の２，３７７万円を見込んでいる。 

 

④ 普通交付税は、地方財政計画において１．３％増となっているが、本市の当初予算では前年

度比６．０％増の１３０億７２８万円を計上している。増額要因としては、地方税の偏在是正

により生じる財源を活用して創設された「地方再生対策費」が基準財政需要額に算定（４億７，

６００万円増）されることや、前年度に引き続き「頑張る地方応援プログラム」の算定を見込

んでいるためである。 

特別交付税については、地方財政計画において１．３％増が見込まれているものの、平成２

０年度では、合併に伴う包括的財政措置が平成１９年度で終了したことが大きく影響し、平成

１９年度予算額（１６億１，７０８万円）の６．５％減の１５億１，１９１万円を見込んでい

る。普通交付税と特別交付税を合わせた地方交付税全体では４．５％増の１４５億１，９１８

万円を見込んでいる。 

 

⑤ 分担金及び負担金は、前年度比２．９％減の３億５，１８２万円を見込んでいる。減額とな

った主な要因は、市立保育所運営費保護者負担金が１,１４２万円減となることや小規模崩壊

地復旧事業の地元負担金が事業費の減に伴い減額となることなどである。なお保育所運営費保

護者負担金及びへき地保育所施設使用料については、所得税定率減税廃止と所得税から市民税
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への税源移譲による市民税率の改定に伴い、平成２０年６月を目途に見直しを行う予定である。 

 

⑥ 使用料及び手数料は、前年度比１．１％増の３億１３万円を見込んでいる。主な改正点は、

合併前の旧市町の規定を引き継いでいたことによって料金、使用区分等に差があった公共施設

の使用料について、使用区分等の取扱いを統一し見直しを行っている。 

また、一般廃棄物（ごみ）処理手数料は、差異があった東城地域について、平成２０年４月

から手数料及びゴミ指定袋を統一することとしている。 

 

⑦ 国庫支出金は、前年度比７６．２％増の２６億５，６１８万円を見込んでいる。増額の主な

要因は、民間企業が市営工業団地に建設予定であるバイオエタノール等の製造工場建設費に対

する地域バイオマス利活用整備交付金１３億８，８５０万円の計上で、減額の主な要因は、過

年発生公共災害復旧事業に係る国庫負担金の減額１億９，８６２万円、学校給食施設整備事業

補助金の減額５，１５８万円等があり、差引１１億４，９０６万円の増となっている。 

 

⑧ 県支出金は、後期高齢者医療保険基盤安定負担金、ＡＤＳＬ基盤整備にかかるブロードバン

ド基盤整備促進事業補助金、ひろしまの森づくり事業補助金（交付金）などの新規増があるも

のの、市町村合併推進交付金、県議会議員選挙や参議院議員選挙委託金、災害復旧費補助金の

減額等により、９．３％の減の２１億７，７４４万円を見込んでいる。 

 

⑨ 財産収入は、前年度比６５．１％減の７，２３３万円を見込んでいるが、この減額の主な要

因は、前年度において、庄原市農林業公社、ひば西城まちづくり開発公社並びに東城町農林業

公社が解散することに伴い、同公社への出損金・出資金の返納金を計上していたことによるも

のである。 

 

⑩ 繰入金については、財政調整基金は繰入を行わない方針で予算編成に努めたところであるが、

新たな行政需要の増加等によって３億５，０００万円（前年度費２９．６％増）の繰入を見込

んでいる。地域振興基金については、自治振興区活動の促進やブロードバンド基盤整備負担金

など地域情報化推進事業に充当するため、ふるさと振興基金の廃止に伴い積み立てた内から２

億１２５万円を繰入れている。庁舎建設基金は本格的な庁舎建設工事に入るため４億５，０５

１万円繰入れることとしている。公共施設整備基金は、その残高に地域間の差異が生じ特定地

域に限った基金となることから、平成２０年３月末で基金廃止し一般財源化したため皆減とな

っている。また、本年度、補償金免除繰上償還を１億２，５４３万円計画しており、その償還

財源として減債基金８，５８１万円の繰入れを見込んでいる。繰入金全体では前年度６億９３

８万円を繰入れて予算編成を行ったが、本年度は１０億９，１３７万円とし７９．１％の大幅

な増となっている。 
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<参 考> 財政調整基金等取崩しの推移               （当初予算比較） 

年  度 財政調整基金 減 債 基 金      土地開発基金
その他特定 

目的基金 
合  計 

平成18年度 6億6,000万円 0万円 0万円 6億9,140万円 13億5,140万円

平成19年度 2億7,000万円 0万円 0万円 3億3,838万円 6億838万円

平成20年度 3億5,000万円 8,581万円 0万円 6億5,456万円 10億9,037万円

 

 

⑪ 市債については、総合計画の実施計画における全域事業や地域事業等に係る財源として総額

４３億６，５８１万円を計上している。事業別では、合併特例事業が２１億５，４１０万円で

最も多く、次いで臨時財政対策債７億４，６５１万円、過疎対策事業の７億３，４２０万円等

をそれぞれ見込んでいる。 

 

 

 歳  出 
 

① 総務費の財産管理費では、本庁舎建設事業費に２２億５，９９３万円を計上し、建設主体工

事、車庫棟建築工事、備品購入等を予定している。 

企画費においては、国の地域バイオマス利活用推進（整備）交付金を活用し、公共施設への

ペレットストーブの導入、民間企業が実施するエタノール等の製造工場の建設費補助を行うと

ともに、単独事業としてペレットストーブの購入補助金や木質バイオマスエネルギー事業化推

進会議負担金を計上しており、バイオマス産業団地構想に基づく森林バイオマス資源の循環利

用事業化の施策展開を図る。また新規に、地域の個性や特性を発揮・連携しながら発展するク

ラスター型のまちづくり実現に向けた事業予算を計上している。 

自治振興費では、自治振興区活動の支援と活動活性化のため自治振興区振興交付金、活動促

進補助金、自治振興区の除雪活動用除雪機購入経費、地域リーダー育成事業、起業支援補助金

や庄原地域８自治振興センターの指定管理委託料に係る経費等を継続計上するとともに、新規

事業として、「庄原市まちづくり基本条例（仮称）」策定に着手する。また、「とうじょう自

治総合センター」建設の基本計画策定経費を計上している。 

情報推進費では、財務会計システムなど電算システムの運用支援経費や「ｅ－しょうばらネ

ット」の運用経費、高速無料インターネットのアクセスポイント１２箇所の整備経費等を継続

計上しているのに加えて、新規事業として、ブロードバンド基盤整備負担金と地上デジタル放

送に対応すべくテレビ難視聴解消補助事業を行うこととしている。 

国際交流経費では、中国綿陽市からの友好訪問招へいを予定している。なお、従前より実施

してきた外国青年招へいを終了し、広島大学留学生のホームステイ事業を新たに予定している。 

市民生活費については、消費生活相談員による相談日数を倍増し、相談体制の充実を図るこ

ととしている。 
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生活交通対策経費については、生活交通路線維持に要する経費、地域生活バス等の運行経費、

交通系ＩＣカード導入補助金などの計上に加え、新たに、西城駅における券売業務等を市が委

託実施することとしている。 

市税の滞納整理強化の取組としては、徴収困難滞納事案について、前年度から引き続き徴収

アドバイザーの支援を受けることとしている。また、市税、保育料、住宅使用料などがコンビ

ニエンスストアで納付可能となるよう、システム改修経費等を計上したところであり、平成２

１年度からの運用開始を予定している。 

その他、農業委員選挙費、市長及び市議会議員選挙の準備経費、住宅土地統計調査経費等の

指定統計調査経費を計上しており、総務費全体では、前年度比５７．４％増の７５億９，１４

９万円となっている。 

 

② 民生費の社会福祉総務費では、健康増進施設である「リフレッシュハウス東城」「高野温泉

神之瀬の湯」「比和あけぼの荘」の管理運営経費、国民健康保険特別会計繰出金、地域福祉計

画策定に係る経費等を計上している。 

老人福祉費では「高齢者福祉計画・介護保険事業計画」の策定経費、養護老人ホーム入所措

置事業、高齢者等生活支援事業、介護保険特別会計繰出金、社会福祉法人が整備する「地域密

着型介護老人福祉施設（２ユニット）」に対する補助金及び(財)地域総合整備財団資金の転貸

による貸付金等を計上している。なお、「ひとり暮らし高齢者等巡回相談員事業」については、

職員及び関係機関（団体）との連携を強化し、より一層の対応充実に努めることとしている。 

障害者福祉費では、障害者自立支援法の施行に伴う障害保健福祉施策を総合的に実施するた

め、障害者相談支援員を１名増員し相談支援体制を充実するとともに、障害者自立支援法に基

づく制度内容の周知やサービス利用促進が図られるべく、自立支援事業、地域生活支援事業、

障害者支援事業等を行うこととしている。なお、その他新規・拡充事業としては、平成１８年

度に策定した「障害者プラン」の見直しや、福祉タクシー券の利用拡大、県からの移譲事務で

ある精神障害者の一般就労を促進する社会適応訓練事業の経費を計上している。 

福祉医療対策については、平成１８年９月の条例改正に基づき、「重度心身障害者医療費助

成」「乳幼児等医療費助成」「ひとり親家庭等医療費助成」について、平成２０年８月から一

部負担金を改正することとなっている。また、老人保健医療事業については、後期高齢者医療

制度が始まることにより、平成２０年３月分の所要経費等を計上した。同様に老人保健特別会

計繰出金についても、平成２０年３月分の所要経費等が基本となるため大幅な減額となってい

る。代わって後期高齢者医療特別会計繰出金が新規計上となっている。 

人権推進費では、隣保事業を平成１９年度で終了し、西城ふれあいセンター、東城ふれあい

センターを新たに指定管理による管理運営形態に変更する。人権啓発事業、男女共同参画推進

事業等については所管課において引き続き事業推進を図ることとしている。 

児童福祉費では、本年度新たに、国の補助事業を活用し母子家庭の自立を支援する「教育訓

練給付金事業」「機能訓練促進費事業」等を実施する。各保育所の管理経費において、本年度、

施設・設備の修繕や整備及び図書の整備などに集中的に取組み、重点配分の予算としている。 
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また、年々高まる未満児保育の要望に可能な限り応えるため、三日市保育所を一部増築し受

け入れ態勢を整えることとしている。 

少子化対策の観点から、全市的な子育て推進事業、ファミリーサポート事業等を実施し、安

心して産み、育てられる環境づくりに引き続き努めるとともに、出産祝い金を交付し子育て環

境の支援に努める。また、本年度は、家庭児童相談員１名を新規配置し、家庭における児童養

育や児童にかかる家庭の人間関係の相談、助言、指導にあたることとするとともに、あわせて

母子自立支援員を兼務し母子家庭の自立支援も行う。また、東城「子どもの館」において「お

もちゃ図書館」を整備し、障害児を育てる保護者への集いの場を提供する。そのほか、板橋子

育て支援施設を拠点とした障害児を育てる地域づくり事業や子育てガイドブック作成事業な

ど新規事業を展開するとともに、市内９クラブで実施している放課後児童健全育成事業を継続

し、総領地域の指導員１名の増員や出張クラブ開設を２地域で予定している。 

民生費全体では、５８億５，７４１万円で前年度比７．９％の増となっている。 

 

③ 衛生費の保健衛生総務費では、救急医療対策として休日・夜間の診療体制の確保、庄原赤十

字病院増改築資金の助成、各地域にある診療所の管理運営経費を計上している。 

生活習慣病対策費では、健康教育事業、健康相談事業、健康診査事業、訪問指導事業、健康

づくり事業に係る所要額を計上しているが、健康診査事業では、４０歳以上の国民健康保険被

保険者にかかる基本健診が特定健診・特定保健指導となり国民健康保険特別会計で実施するこ

ととなったため、所要経費が減額となっている。また、健康づくり事業では、食育基本法に基

づき庄原市健康づくり計画に沿った「食育推進計画」の策定経費を計上している。 

母子保健費及び予防費では、「乳幼児健康診査事業」「妊婦一般健診事業」「インフルエン

ザ等予防接種事業」などを実施し、市民の健康づくりを推進する。このうち妊婦一般健康診査

受診票交付事業について、国の示した受診回数５回に庄原市独自分として５回分を追加し、合

計１０回分の受診票を交付し、健診勧奨に努め妊婦が安心して出産できる体制づくりを図った。

また、昨年の麻しんの流行に省みて、平成２０年度から平成２４年度までを麻しん排除計画期

間と定め、今年度は中学１年生と高校３年生に相当する年齢対象者の定期予防接種を実施する。 

清掃費では、「リサイクルプラザ」「東城ＲＤＦ化施設」をはじめ、ごみ・し尿の処理を行

う６つの廃棄物処理施設の管理運営経費を計上している。また、濁川町の旧一般廃棄物最終処

分場閉鎖事業の継続実施に加え、昨年度策定した環境基本計画の重点項目である不法投棄対策

の一環として「不法投棄監視装置２基」を設置し未然防止に努めることとしている。 

飲料水確保事業としては、前年度より１０基多い５０基分の整備補助金を計上している。 

病院費では、西城市民病院の運営支援費１億４,８０６万円を計上している。 

衛生費全体では１８億８，２７６万円で前年度比１．６％の増となっている。 

 

④  農林水産業費では、庄原市農業自立振興プロジェクト事業に基づき、「営農指導員設置事業

（２名から４名に拡大）」「かんたん就農塾事業（拡大）」「食農教育モデル事業」「繁殖用

和牛共同飼育推進事業（拡大）」「土づくりによる地域ブランド化事業」などの実施に加え、
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新たな取組として、農作物の販売等によって農業収入を増加させる営農意欲を持つ小規模農家

に対する農業所得向上の支援として、高付加価値化による農畜産物の販売拡大のための開発経

費及び加工に係る機械施設の整備等へ助成する「がんばる農業支援事業」の創設、エゴマ商品

化に向けたプラント整備補助金、和牛振興対策として乳用牛への受精卵導入事業補助金を計上

し、小規模農家等の育成、農家所得の向上、地域農業の底上げを図ることとしている。また、

同プロジェクトに基づく各種事業の早期具体化・実施・展開を図るため、㈱庄原市農林振興公

社へ「農作物販売実践業務」や「農作業受託実践業務」などを委託実施するとともに、新たな

広島市内の販売拠点を求め、販路拡大と営業実績の向上を図ることとしている。そのほかの主

な新規事業としては、ＪＡ庄原が実施する菊選花施設整備に対する補助金、市内の３農業法人

が実施する農業施設整備に対する補助金、２森林組合が実施する林業生産施設整備に対する補

助金など農林業振興経費を計上している。 

その他主要事業として、新対策中山間地域等直接支払事業について３２１協定、５億８，５

４６万円の交付金、ひろしまの森づくり事業補助金１億３，０５４万円、有害鳥獣駆除対策経

費等を計上している。 

また、地籍調査事業（東城・総領）、県営土地改良事業（溜池４箇所、農免農道高茂金田線、

広域営農団地農道東城２期、備北西部地区広域農道、ほ場整備〔２地区〕事業）の負担金、ほ

場整備事業経費（３地区）、基盤整備促進事業経費（農道３路線）、林道整備事業経費（５路

線）、ふるさと林道整備経費（１路線）、小規模崩壊地復旧事業（７地区）等を計上している。 

農業集落排水費では、山内地区整備が前年度で完了したため、高野湯川地区の整備を計画し

ており農業集落排水事業特別会計繰出金２億４，３３２万円を計上している。 

農林水産業費全体では、２３億５，３１３万円となっている。 

 

⑤ 商工費の商工振興費では、中心市街地の賑わいと活力の再生に向け、空家となっている土地

建物を取得し、新規起業希望者への貸店舗とするための公有財産購入費と改修経費を新規計上

するとともに、中心市街地活性化補助金対象地域を庄原・東城地域以外の市街地に拡充する。

加えて、城下町の風情を残す東城地域の市街地に点在する商家、寺社など歴史的建造物を活か

したまちづくりを基本とした「東城まちなみ整備事業」に着手し、今年度はにぎわいを創出す

る拠点施設整備のための基本設計費、土地取得費等を新規計上している。 

また、しょうばら産学官連携推進機構への負担金、商工会議所及び商工会運営費・事業費へ

の助成経費を計上するとともに、市内中小企業者への企業活動の支援については、育成振興を

図るための中小企業融資預託金の増額、中小企業融資信用保証料助成事業等を進めることとし

ている。 

  観光交流費では、「感動！観光振興プロジェクト」事業に基づき、次の各事業展開を進める。

まず、『2010庄原さとやま体験博（仮称）』開催に向けて、都市からの集客を積極的に図るた

めバスツアー１００プロジェクトを企画し、庄原市観光キャンペーン実行委員会負担金へ実施

するための予算を計上した。同負担金として、市街地でのオープンガーデンコンテストや講習

会の開催、庄原ブランド特産品づくり事業にも取組む。また、今春、国営備北丘陵公園北入口
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がオープンするため、丘陵公園と上野総合公園に囲まれた市街地への集客を積極的に図り、公

園のあるまちとして美しい景観づくりをめざし、北入口サービス拠点施設への観光情報の提供

や、備北丘陵公園で開催されるイルミネーションと一体となった「まちなかイルミネーション」

の同時開催など地域資源を活かした観光振興施策を展開する。さらに、クロカンパーク、鮎の

里公園、かさべるで、リストアステーション、なかつくに公園などの施設維持管理経費と各地

域で実施する観光イベントの支援経費を計上し、庄原市内の観光資源の連携強化を図る。 

定住促進費では、Ｕ・Ｉターンの促進を図るため「待っとるよ！庄原定住プロジェクト」事

業に基づき、引き続き、起業支援事業補助金、空家活用改修費補助金の計上及び定住推進員に

よる相談業務等の拡充と新たに庄原市出身者と庄原市を結ぶふるさと応援団（エール庄原負担

金）事業の経費を計上している。 

企業立地対策費では、市営工業団地への企業誘致活動をこれまで以上に積極的に行うことと

し、企業戸別訪問旅費やＰＲ用パンフレットの作成経費の計上、新たな取組として情報提供者

の紹介・斡旋によって企業立地が実現した場合を対象とする企業誘致成功報酬制度を創設し、

分譲用地の早期完売と雇用の拡大を目指す。 

商工費全体では、５億１，６４７万円を計上している。 

 

⑥ 土木費では、総合計画の実施計画に基づき、計画的な事業推進を図ることとしている。道路

新設改良事業では、３２路線の改良事業費や市道舗装経費を計上した。地方道路整備臨時交付

金事業については、雨ノ宮新屋谷線（庄原）、常定線（口和）、南上市線（高野）、山家線（総

領）の各路線の改良経費を、道整備交付金事業については、市幹線（庄原）、本郷線（庄原）、

桑垣内線（口和）、松木谷線（比和）の改良経費を計上した。また、「市道再編」や「橋梁の

長期寿命化修繕計画」の策定に新規着手する。道路橋梁費全体では１６億８，０８４万円とな

っている。 

都市計画費については、まちづくり交付金事業において、「東新町宮の下線」の用地取得、

物件補償、工事費を、「紅梅通り・まちなか広場」の測量設計費等を計上した。街路事業費に

おいては、「本町新庄線第２期」の歩道整備工事、「高小路線」の改良負担金を計上した。 

都市計画費全体では、７億５，４６９万円となっている。 

住宅費では「口和中央ハイツ」の整備経費、「市営住宅火災報知器設置事業」として口和地

区４団地２２戸、総領地区９団地８１戸の整備、「公共下水道（農業集落排水）への接続」と

して庄原地区２団地１４戸の整備経費を計上している。 

そのほか、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の改正施行を受け、今後の耐震診断・

耐震改修の指針となるべき「耐震改修促進計画」を策定し、安全安心のまちづくりを推進する

こととしている。 

土木費全体では、２８億２，１４９万円となっている。 

 

⑦ 消防費は、常備消防費において、備北地区消防組合の負担金として所要の経費を計上したほ

か、非常備消防費・消防施設費においては、団員用防寒服、ライフジャケットの購入経費、消
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防後援会活動補助金（新規）の計上や、小型動力ポンプ積載車の更新、小型ポンプ付積載車の

更新、防火水槽整備工事など消防施設の充実・整備を図ることとしている。 

防災費では、広島県総合行政通信網維持管理費など所要の防災対策経費を計上し、消防費全

体で１１億７，４４５万円を計上した。 

 

⑧ 教育費では、小中学校における教育活動について、学習指導及び不登校をはじめとする生徒

指導上の諸課題の解決並びに教育相談体制の充実を図るため、学校教育専門員、子どもと親の

相談員、教育交流教室指導員、学校教育相談員をそれぞれ１名配置している。また、これまで

の「介助員」の配置から、発達障害の児童生徒を対象とした「特別支援教育に係る支援員」の

配置に拡充し、児童生徒の学習状況や生活状況に即した指導の充実を図っていく。 

外国語活動においては、外部講師の招へいや非常勤講師の配置によって小学校の外国語活動

の指導内容の充実を図り、中学校における外国語教育への円滑な移行を推進することとしてい

る。この他、小・中学校の標準学力調査の実施経費や、特色ある学校づくりの推進経費、児童

生徒用ＰＣ、教師用ＰＣ借上経費などを計上した。 

学校管理経費においては、庄原地域６小学校と比和地域３小学校が再配置に伴い休校となる

ため、児童の安全な通学を確保するため新規にスクールバスの運行を開始する。安心・安全な

学校づくりの観点から、西城中学校の校舎・屋内運動場、東城中学校屋内運動場、総領中学校

屋内運動場の耐震改修工事の実施、次年度の耐震工事実施に向けて、比和中学校特別教室棟、

美古登小学校・粟田小学校・八幡小学校の３校の屋内運動場の実施設計の実施、耐震改修の対

象校とはなっていない庄原中学校の校舎及び屋内運動場、庄原小学校・東城小学校の２校の校

舎改築に係る基礎的調査を実施する。また、アスベスト除去に関しては、八幡小学校の校舎、

庄原中学校の校舎・寄宿舎、西城中学校の特別教室棟の除去工事にかかる実施設計を行うこと

としている。この他、小・中学校の施設・設備の修繕や整備等を集中的に取組むこととしてお

り、重点配分の予算としている。 

学校給食費では西城地域と高野地域において、学校給食共同調理場の整備が完了し、４月よ

り新施設での共同調理を実施する。 

生涯学習の推進については、庄原地域の８自治振興センターにおいて生涯学習活動を委託事

業として継続実施し、公民館についてはこれまで同様に自主運営事業として生涯学習の推進を

図ることとする。前年度から実施している「放課後子ども教室」については、地域の指導者の

掘り起こしと指導者養成講座等を行い、公民館等を活用して子どもの居場所づくりの一環とし

て取り組む。 

芸術文化の振興については、田園文化センター内の庄原市立図書館をこれまでは祝日に休館

していたが、新年度から祝日も開館し、図書利用の拡大を図ることとした。昨年度、市内の国・

県・市指定無形民俗文化財を一堂に会し開催された「庄原市民俗芸能大会」を本年度も開催し

支援するほか、文化財めぐり事業、子ども体験隊事業の継続実施と新たに、「県指定比和牛供

養田植」が４年に１度現地公開されるにあたり、後継者の育成と文化財保存伝承のため助成す

ることとしている。 
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生涯スポーツの振興については、市民スポーツ活動の普及とスポーツ人口の拡大を図るため、

スポーツ少年団等の団体育成やスポーツフェスティバル等の各種大会の開催支援に加え、新規

事業として、競技スポーツの専門的な指導者を迎え、基礎体力・競技力の向上を図る「レベル

アップスポーツ教室」を開催する。 

また、社会体育施設の環境整備については、庄原市総合体育館屋根の塗装工事、庄原市運動

広場のトイレ整備、口和総合運動公園管理棟設置工事、高野体育館屋根塗装工事等を予定して

いる。 

人権教育の推進については、市民の人権意識の高揚と人権教育の推進を図るため、各地域に

人権教育推進委員を委嘱し、公民館・自治振興センターを中心に学習会や講演会等を開催する

こととしている。 

  教育費全体では１９億６，２４６万円となった。 

 

⑨ 災害復旧費は、幸いに大きな災害発生もなく、特に過年災害復旧事業の終了によって大幅な

減額となった。 

 

⑩ 公債費は、前年度より１，７７３万円（０．３％）増の６８億８，１６７万円を計上してい

る。元金償還額は５９億２，０３３万円であるが、その内補償金免除の繰上償還を１億２，５

４３万円見込んでおり、平成２０年度末現在高見込額は５２２億７３２万円となり、平成１９

年度末より１５億５，４５２万円（２．９％）減の見込みとなっている。 

 

 

 

 

 

５ 特 別 会 計 の 概 要           
 

１ 住宅資金特別会計 

 

１）予算規模                           （単位：千円，％） 

区 分 平成２０年度 平成１９年度 増減額 増減率 

予算額 ２１，９０７ ２２，５４８   ▲６４１ ▲２．８ 

２）予算概要 

 住宅資金貸付に係る地方債の元利償還金と貸付金の徴収経費を計上している。なお、補償金

免除繰上償還元金を３９８万円計上しており、平成２０年度末の地方債残高は５，６８４万円

の見込みである。 

 歳入については、貸付金元利収入を１，２２０万円計上している。 
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２ 歯科診療所特別会計 

 

１）予算規模                           （単位：千円，％） 

区 分 平成２０年度 平成１９年度 増減額 増減率 

予算額 ２４，０８２ ２４，４１６ ▲３３４ ▲１．４

２）予算概要 

 総領歯科診療所の運営に係る経費を計上している。総務費では診療報酬委託料、光熱水費等

を計上している。公債費では元金・利子の償還金を計上している。 

 歳入については、外来収入を２，０２４万円計上している。 

 

３ 国民健康保険特別会計 

 

１） 予算規模                           （単位：千円，％） 

区 分 平成２０年度 平成１９年度 増減額 増減率 

予算額 ４，５９３，３９８ ４，５２５，０３９ ６８，３５９ １．５

２）予算概要 

歳出においては、新たに始まる後期高齢者医療制度に伴い創設された、後期高齢者支援金４

億２，２１５万円を新規計上する一方、従来の老人保健医療費拠出金が５億４,８７６万円減

額となっている。また、医療費制度の改革に伴い、退職者医療制度が廃止されたことにより、

退職被保険者等療養給付費が大幅に減額となり、一般被保険者療養給付費が大幅な増加となっ

ている。また、医療保険者に40歳から74歳の被保険者、被扶養者を対象とした特定健診・特定

保健指導の実施が義務付けられ、健診等に係る費用４，４２５万円を新規計上した。 

歳入においては、国民健康保険税に後期高齢者支援分、また前期高齢者医療費の財政調整制

度の創設に伴い、新たに前期高齢者交付金の新規計上等を行っている。なお、各種医療制度改

革の状況も踏まえ、国民健康保険税率は後期高齢者支援金分を含め現行並みの税率を維持する

こととしている。また、一般会計からの財政安定化支援事業繰入金については、普通交付税の

基準財政需用額として算定される額と同額を繰入れている。 

 

４ 国民健康保険特別会計（直診勘定） 

 

１）予算規模                           （単位：千円，％） 

区 分 平成２０年度 平成１９年度 増減額 増減率 

予算額 ９１，７３９ ９１，７２９ １０ ０．０

２）予算概要 

 国民健康保険総領診療所の運営に係る経費を計上している。総務費では職員４名分の人件費、

派遣医師負担金、診療所一般管理経費等を計上している。医業費では医薬材料費、医療用消耗

品等を計上している。 
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歳入においては、診療収入８，２１４万円、事業勘定繰入金７３５万円を見込んでいる。 

 

５ 老人保健特別会計 

 

１）予算規模                           （単位：千円，％） 

区 分 平成２０年度 平成１９年度 増減額 増減率 

予算額 ８３７，６６３ ６，９８９，２３６ ▲６，１５１，５７３ ▲８８．０

２）予算概要 

 平成２０年４月から「後期高齢者医療制度」が創設され、旧制度の老人保健医療給付事業は

原則、平成２０年３月診療分のみが対象となるため、８８．０％の大幅な減額予算となる。ま

た、当分の間、過年度分の過誤調整等に対応する医療給付事業について特別会計を継続する予

定である。 

 

６ 後期高齢者医療特別会計 

 

１）予算規模                           （単位：千円，％） 

区 分 平成２０年度 平成１９年度 増減額 増減率 

予算額 ５９３，１３２ ０ ５９３，１３２ 皆増

２）予算概要 

 平成２０年４月から「後期高齢者医療制度」が創設され、７５歳以上の高齢者と６５歳以上

で一定の障害のある者を対象として、都道府県単位で全市町村が加入し設立した広域連合が制

度運営を行うこととなった。 

歳出予算は、職員人件費２名分として１，３０１万円を計上し、その内１名は広域連合への

派遣となる。そのほか、一般事務経費を６２７万円、保険料徴収にかかる事務経費２４４万円

等を計上している。後期高齢者広域連合への納付金５億７，１４１万円は、徴収した保険料、

保険基盤安定繰出金、広域連合への事務費負担金がその内容となっている。 

歳入では、保険料として特別徴収保険料３億２，６１３万円、普通徴収保険料３，６２４万

円を見込んでいる。一般会計からの繰入金は、事務費等繰入金を３，９６３万円、保険基盤安

定繰入金を１億８，４６９万円見込んでいる。諸収入では、広域連合からの派遣職員の人件費

負担金６４３万円を計上している。 

 

７ 介護保険特別会計 

 

１）予算規模                           （単位：千円，％） 

区 分 平成２０年度 平成１９年度 増減額 増減率 

予算額 ４，６７８，２１８ ４，２２５，６６６ ４５２，５５２ １０．７

２）予算概要 
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歳出では、居宅介護サービス給付費について、制度の定着とサービス利用者の増加により１

億１，２３８万円の増を計上している。 

また、施設介護サービス給付費は２億５，０１５万円の増となるが、これは、主に介護老人

保健施設こぶしの里の１７床の増床に加え、西城市民病院の医療療養病床４０床を介護老人保

健施設に転換するとともに、１０床増床し５０床とすることに伴う増額分を見込んでいる。さ

らに、これらの介護保険施設入所者の増加に伴い、施設サービスの食費と居住費利用者負担の

減額措置である特定入所者介護サービス費も２，３７４万円の増を見込んでいる。 

地域支援事業では、これまで一般会計で実施していた特定高齢者の基本健康診断事業費の計

上や包括的支援事業の職員人件費を新たに計上したこと等により４，４７９万円の増額となっ

ている。 

歳入では、介護保険料は８００万円の増額を見込んでいるが、平成１８年度から平成１９年

度までの税制改正の影響を受ける者に対する激変緩和措置を平成２０年度も継続することと

し、その保険料減収分とサービス給付費の増加に伴う介護保険料の不足分８，６００万円を介

護給付費準備基金から繰入れて補てんしている。 

サービス給付費の伸びとサービス給付費見込額に対する地域支援事業費の割合が２．３パー

セントから３パーセントに引き上げられたことなどにより、国庫負担金５，６１３万円の増、

国庫補助金４，７６１万円の増、支払基金交付金１億２,８７５万円の増、県負担金７，６６

８万円の増、県補助金５１９万円の増をそれぞれ見込んでいる。 

一般会計繰入金については、介護給付費繰入金５，１０８万円の増、事務費等に係るその他

の繰入金１４１万円の増、地域支援事業の繰入金１,９４６万円の増となる。 

 

８ 介護保険サービス事業特別会計 

 

１）予算規模                           （単位：千円，％） 

区 分 平成２０年度 平成１９年度 増減額 増減率 

予算額 ４３，９１７ １０２，３５３ ▲５８，４３６ ▲５７．１

２）予算概要 

介護保険法に規定する地域支援事業のうち、包括的支援事業を実施するため平成18年度から

設置した事業会計である。 

予算規模が大幅に減少した要因は、平成１９年度当初予算で計上していた、①要介護認定の

対象者とならない虚弱者に対するケアマネジメント（介護予防ケアマネジメント）②総合相談

窓口、実態把握、虚弱高齢者の早期発見（総合相談支援）、③高齢者の虐待防止・早期発見、

成年後見制度利用支援（権利擁護事業）、④ケアマネジメント支援、困難事例指導（包括的・

継続的マネジメント）などを、介護保険特別会計で実施することとしたためであり、市内７箇

所に設置した地域包括支援センターにおける「介護予防給付」のケアプラン作成（指定介護予

防支援）事業にかかる予算計上となっている。 
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９ 公共下水道事業特別会計 

 

１）予算規模                           （単位：千円，％） 

区 分 平成２０年度 平成１９年度 増減額 増減率 

予算額 １，５６７，６８１ １，４７４，３４９ ９３，３３２ ６．３

２）予算概要 

 庄原処理区については前年度に引き続き３基目のＯＤ槽、脱水設備を建設する。新庄町・板

橋町・是松町ほかで進めている特定環境保全公共下水道事業は、管路築造工事（Ｌ＝3,369ｍ）

を計画、東城処理区については、管路築造工事（Ｌ＝1,660ｍ）を計画している。また、公共

下水道事業計画の見直し、汚水処理施設共同整備事業（ＭＩＣＳ）の検討、し尿処理も含めた

生活排水処理計画の見直しなど下水道事業中期計画策定に着手する。 

 歳入では、使用料を２億４，９７４万円見込んでいる。一般会計繰入金は、４億５，９９９

万円を計上している。 

 

10 農業集落排水事業特別会計 

 

１）予算規模                           （単位：千円，％）  

区 分 平成２０年度 平成１９年度 増減額 増減率 

予算額 ５３７，５９２ １，１０７，８５３ ▲５７０，２６１ ▲５１．５

２）予算概要 

 庄原地域では一ツ木地区、川手地区に続いて山内西地区の整備が完了し全域供用開始区域と

なったことにより、予算総額が半減した。 

整備地域は、湯川地区において、汚水処理槽の建設と管路整備（Ｌ＝2,019ｍ）等を計上し、

山内西地区では浄化槽８基を設置予定である。 

 歳入では、分担金について、山内地区・湯川地区分で３７５万円、使用料は、庄原地域・西

城地域、高野地域分を６，８７９万円見込んでいる。 

一般会計繰入金は、２億４，３３２万円を見込んでいる。 

 

11 浄化槽整備事業特別会計 

 

１）予算規模                           （単位：千円，％）  

区 分 平成２０年度 平成１９年度 増減額 増減率 

予算額 ２１４，２７６ ３３１，０２５ ▲１１６，７４９ ▲３５．３

２）予算概要 

公共下水道認可区域外及び農業集落排水事業採択区域外における水質保全と住みよい生活

環境の整備に向けて、庄原市が事業主体となって浄化槽を整備するもので全１３０基（前年度

１９５基）を予定している。また、平成２０年度も既設の個人管理浄化槽について一定の条件
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のもと、市への帰属管理を実施する予定である。 

 歳入では、分担金を６，３００万円、使用料を２，４１９万円見込んでいる。 

一般会計繰入金は、２，１７７万円を見込んでいる。 

 

12 簡易水道事業特別会計 

 

１）予算規模                           （単位：千円，％）  

区 分 平成２０年度 平成１９年度 増減額 増減率 

予算額 ６６２，４４０ ３４２，７９４ ３１９，６４６ ９３．２

２）予算概要 

今年度の予算規模は、前年度比９３．２％増の６億６，２４４万円を見込んでいるが、その

主な要因は２点ある。まず１点目は、東城三坂地区簡易水道を上水道（東城地域）へ統合する

ための施設整備事業を新規に１億１，５００万円計上したことによる。２点目は、補償金免除

繰上償還元金として１億８，５８９万円を計上したことによるものである。そのほか新規事業

としては、西城地区の簡易水道施設水源整備のための変更認可申請業務費の計上や水道料金の

支払利便性向上のため、コンビニストアでの納付が可能となるようシステム改修に取り組み、

平成２１年２月からの試験運用を目指す。 

維持管理経費では、西城地域の西城地区、常納原地区、三坂地区の３箇所、東城地域の三坂

地区、帝釈地区、久代東地区の３箇所、口和地区、高野地区、比和地区、総領地区合わせて１

０地区の維持管理経費等を計上し、安全かつ安定的な飲料水の確保に努める。 

 歳入では、平成２０年６月使用分からの料金改定を予定し、使用料を１億３，０９２万円見

込んでいる。また、繰上償還のための借換債１億８，５８０万円を見込んでいる。 

一般会計繰入金は、２億２，１７２万円を計上した。 

 

13 工業団地造成事業特別会計 

 

１）予算規模                           （単位：千円，％） 

区 分 平成２０年度 平成１９年度 増減額 増減率 

予算額 １２１，５４４ ４０４，０２１ ▲２８２，４７７ ▲６９．９

２） 予算概要 

本年度は、前年度特殊要因として計上していた「借換えに伴う地方債の元金償還金」３億４，

７４０万円が減額となったため、予算規模は前年度比６９．９％と大幅な減額となっている。 

本年度の分譲については、木くずからバイオエタノール等を製造する新工場建設のため分譲

を予定している。全体分譲予定面積は１６，５００㎡を見込み、分譲に伴う不動産売払収入は

２ヵ年の分割分譲とし、その２分の１相当額１億９７３万円を見込み、同額を元金償還に充て

る計画である。 

一般会計繰入金は、１，１７７万円を見込んでいる。 
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14 宅地造成事業特別会計 

 

１）予算規模                           （単位：千円，％） 

区 分 平成２０年度 平成１９年度 増減額 増減率 

予算額 １０，２３６ １２，２６５ ▲２，０２９ ▲１６．５

３） 予算概要 

全体で７区画分の分譲地を整備しており、これまで１区画を分譲済みである。本年度の分

譲については、残り６区画の分譲を見込んでおり、財産売払収入１,０２４万円を元利金償還

に充てる計画としている。 

 歳出では分譲地の維持管理委託料及び元利償還金等を計上している。 

 

 

 


